
産地再生関連施設緊急整備事業実施要綱の制定について

２３生産第６１５８号

平 成 ２ ４ 年 ４ 月 ６ 日

農林水産事務次官依命通知

産地再生関連施設緊急整備事業の実施に係る産地再生関連施設緊急整備事業実施

要綱が別紙のとおり定められたので、御了知の上、本事業の実施につき、適切な御

指導をお願いする。
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（別紙）

産地再生関連施設緊急整備事業実施要綱

第１ 趣旨

近年の円高の急激な進行による海外からの輸入の急増や海外への輸出の減少、高

温障害や豪雨といった異常気象等による品質低下や収量減少など、農業外の諸情勢

の変化により我が国農業を取り巻く環境は激しさを増している。このような中、産

地の農業生産基盤を維持するとともに、その持続的な発展を図るために必要となる

共同利用施設等の整備を推進する産地再生関連施設緊急整備事業（以下「本事業」

という。）を実施するものとする。

第２ 事業の実施等

１ 目的

本事業は、第１の趣旨を踏まえ、円高による輸入急増等や異常気象等による品

質低下等の悪影響を受け、生産及び販売環境が厳しい状態にある国産農畜産物に

ついて、これらの悪影響を緩和し、産地の農業生産の維持・発展を図ることを目

的とする。

このため、事業実施主体は、産地の維持・発展に向けて解決すべき課題に対応

した具体的な成果目標を設定することとしし、その成果目標の達成に向けた取組

を実施するものとする。

２ 事業の取組内容及び成果目標

本事業で実施する取組方向は、１の目的に対応したものとし、その具体的なメ

ニュー、事業実施主体、採択要件及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

なお、事業実施主体が設定する成果目標の内容、達成すべき成果目標の基準及

び目標年度は、農林水産省生産局長（以下「生産局長」という。）が別に定める

とおりとする。

ただし、災害等緊急に対応する必要がある事案が生じ、かつ、生産局長が特に必要

と認める場合にあっては、本文に定めるもののほか、緊急に事業を実施できるものと

する。

３ 事業費の低減

本事業を実施する場合は、過剰とみられるような施設等の整備を排除するなど

徹底した事業費の低減が図られるよう努めるものとする。

４ 費用対効果分析

事業実施主体は、投資に対する効果が適正か否かを判断し、投資が過剰となら

ないよう、投資効率等を十分に検討し、整備する施設等の導入効果について、別

に定める手法を用いて費用対効果分析を行うものとする。

第３ 事業の実施手続き等
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１ 事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、事業実施計画を作成す

るものとする。

２ 事業実施主体は、１により作成した事業実施計画を生産局長が別に定めるとこ

ろにより都道府県知事に提出するものとする。

３ 都道府県知事は、２により提出された事業実施計画について事業内容や採択要

件の具備等の必要な確認を行うとともに、自らが事業実施主体となる事業実施計

画を踏まえ、生産局長が別に定めるところにより、都道府県事業実施計画総括表

（以下「都道府県計画」という。）を作成し、地方農政局長（北海道にあっては

生産局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。）に提

出し、地方農政局長の承認を受けるものとする。

４ 地方農政局長は、３により提出された都道府県計画について、別表に定める採

択要件及び生産局長が別に定める要件等を満たしているか確認し、生産局長に意

見を求めた上で、当該意見を踏まえ、成果目標の水準が高いものから予算の範囲

内で事業実施計画を承認するものとする。

５ 生産局長は４により地方農政局長から意見を求められた場合には、都道府県計

画に含まれる各事業実施計画の成果目標の水準が全国的見地から十分なものであ

るか等について意見するものとする

６ 事業実施計画の重要な変更は、生産局長が別に定めるところによるものとし、

重要な変更に係る手続きは、３に準じて行うものとする。

第４ 事業の実施期間

本事業の実施期間は、平成25年３月31日までとする。

第５ 国の助成措置

１ 国は、予算の範囲内において、本事業の実施、指導等に必要な経費について、

別に定めるところにより補助金を交付するものとする。

２ 補助金の交付を受けた都道府県知事が市町村に対して補助金を交付する場合に

は、「産地活性化総合対策事業推進費補助金等交付要綱（平成２２年４月１日付

け２１生産第９８１４号農林水産事務次官依命通知」に準じて、交付するよう努

めるものとする。

第６ 事業実施状況の報告等

１ 事業実施主体は、本事業の実施年度から目標年度までの間、生産局長が別に

定めるところにより、毎年度、当該年度における事業実施状況報告書を作成し、

都道府県知事に報告するものとする。なお、都道府県が事業実施主体である場合

には、都道府県知事は都道府県が自ら実施する事業計画に係る事業実施状況報告

書を作成し、地方農政局長に提出するものとする。

２ 都道府県知事は、１の事業実施主体からの事業実施状況の報告を受けた場合に
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は、その内容について点検し、事業実施計画に定められた成果目標の達成が立ち

遅れていると判断した場合等は、当該事業実施主体に対して適切な措置を講ずる

ものとする。

３ 都道府県知事は、１の事業実施主体からの事業実施状況の報告について、生産

局長が別に定めるところにより地方農政局長に報告するものとする。

第７ 事業の評価

１ 事業実施主体は、事業実施計画に定められた目標年度の翌年度において、当該

目標年度における成果目標の達成状況について、別に定めるところにより自ら事

業評価を行い、その結果を都道府県知事に報告するものとする。なお、都道府県

が事業実施主体である場合には、都道府県知事は都道府県が自ら実施する事業計

画に係る事業評価を行い、その結果を地方農政局長に報告するものとする。

また、生産局長が別に定める事業を実施する場合には、中間的な事業評価を行

い、その結果を都道府県知事に報告するものとする。

２ 都道府県知事は、１の事業実施主体からの報告を受けた場合には、その内容を

点検評価し、その結果を地方農政局長に報告するとともに、必要に応じ、生産局

長が別に定めるところにより事業実施主体を指導するものとする。

３ 地方農政局長は、１及び２の都道府県知事からの報告を受けた場合には、内容

を点検評価し、遅滞なく関係部局で構成する検討会を開催し、成果目標の達成度

等の評価を行うとともに、必要に応じ、生産局長が別に定めるところにより都道

府県知事に指導を行うものとする。

また、地方農政局長は当該評価結果を生産局長に報告するものとする。

４ 生産局長は、３の地方農政局長からの報告を受けた場合には、本事業の関係者

以外の者の意見を聴取し、評価結果をとりまとめるものとする。

５ 事業評価を行った事業実施主体、都道府県知事、地方農政局長及び生産局長は、

原則として事業評価を行った年度に、その結果を公表するものとする。

６ 国は、本事業の効果的な実施に資するため、必要に応じて事業の実施効果等に

関する調査を行うことができる。

第８ 指導推進等

都道府県知事は、本事業の効果的かつ適正な推進を図るため、市町村及び農業団

体等関係機関と連携し、事業実施主体に対し、必要な指導を行うものとする。

第９ 他の施策等との関連

本事業の実施に当たっては、次に掲げる施策等との関連及び活用に配慮するもの

とする。

１ 水田農業構造改革対策に基づく施策

２ 野菜の構造改革対策に基づく施策
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３ 果樹産地構造改革の推進に関する施策

４ 農業技術の開発普及及び農業機械の効率的利用に関する施策

５ 農畜産物の需給の調整のための施策

６ 環境保全型農業の推進に関する施策

７ 株式会社日本政策金融公庫資金（沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫資

金）等農業金融に関する施策

８ 男女共同参画社会の形成に関する施策

９ 食品の流通部門の構造改善を促進するための施策

10 軽種馬経営と他の農業部門との複合化又は他の農業部門への転換に関する施策

11 耕作放棄地解消対策の推進に関する施策

第１０ 委任

本事業の実施につき必要な事項については、この要綱に定めるもののほか、生産

局長が別に定めるところによるものとする。

附 則

この要綱は、平成24年４月６日から施行する。
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別表（第２関係）
メニュー 事業実施主体 採択要件 補助率

１ 耕種作物小規模土地基盤整備 １ 都道府県（飼料増産を目的として事業を実施する場合 次に掲げるすべて 事 業 費 の １ ／
(1)ほ場整備 にあっては、生産局長が別に定める飼料作物作付及び家 の 要 件 を 満 た す こ ２ 以 内 （ た だ
(2)園地改良 畜放牧等条件整備、自給飼料関連施設の整備を図る取組 と。 し 、 生 産 局 長
(3)優良品種系統等への改植・高 に限る。） １ 受益農家及び事 が 別 に 定 め る

接 ２ 市町村 業 参 加 者 が 、 原 場 合 に あ っ て
(4)暗きょ施工 ３ 農業協同組合連合会 則 と し て ５ 戸 以 は 、 生 産 局 長
(5)土壌土層改良 ４ 農業協同組合 上であること。 が 別 に 定 め る

５ 公社（地方公共団体が出資している法人をいう。） ２ 本要綱第２の２ 率 又 は 額 以
２ 飼料作物作付及び家畜放牧等条 ６ 土地改良区 の 成 果 目 標 の 基 内）

件整備 ７ 農事組合法人（農業協同組合法（昭和22年法律第132 準 を 満 た し て い
(1)飼料作物作付条件整備 号）第72条の８第１項に規定する事業を行う法人をい ること。
(2)放牧利用条件整備 う。以下同じ。） ３ 生産局長が別に
(3)水田飼料作物作付条件整備 ８ 農事組合法人以外の農業生産法人（農地法（昭和27年 定 め る 場 合 を 除

法律第229号）第２条第３項に規定する法人をいう。以 き 、 当 該 施 設 等
３ 耕種作物共同利用施設整備 下同じ。） の 整 備 に よ る す

(1)共同育苗施設 ９ 特定農業団体（農業経営基盤強化促進法（昭和55年法 べ て の 効 用 に よ
(2)乾燥調製施設 律第65号）第23条第４項に規定する団体をいう。） っ て す べ て の 費
(3)穀類乾燥調製貯蔵施設 10 その他農業者の組織する団体（生産局長が別に定める 用 を 償 う こ と が
(4)農産物処理加工施設 ものをいう。） 見 込 ま れ る こ
(5)集出荷貯蔵施設 11 消費者団体及び市場関係者（生産局長が別に定めるも と。
(6)産地管理施設 のをいう。ただし、野菜を対象とした、産地管理施設 た だ し 、 総 事
(7)用土等供給施設 の整備に限る。） 業 費 が ５ 千 万 円
(8)農作物被害防止施設 12 事業協同組合連合会及び事業協同組合（畜産物処理加 以 上 の も の に 限
(9)農業廃棄物処理施設 工施設のうち産地食肉センタ－及び食鳥処理施設、自 る。
(10)生産技術高度化施設 給飼料関連施設のうち地域未利用資源飼料利用施設の ４ 共同利用施設を
(11)種子種苗生産関連施設 整備を図る取組に限る。） 設 置 す る 場 合 に
(12)有機物処理・利用施設 13 食品事業者（大豆製品又は茶製品の製造又は製造小売 あ っ て は 、 原 則

を行う事業者であり、製品加工に必要な処理加工設備 と し て 、 総 事 業
４ 畜産物共同利用施設整備 を整備する場合に限る。） 費 が ５ 千 万 円 以

(1)畜産物処理加工施設 14 民間事業者（生産局長が別に定めるものをいう。ただし、 上であること。
(2)家畜市場 地域の未利用又は低利用有機資源の肥料化を対象とし ５ 生産局長が別に
(3)家畜飼養管理施設 た地域資源肥料化処理施設の整備に限る。） 定める面積要件等
(4)自給飼料関連施設 15 都道府県知事が地方農政局長等と協議して認める団体 を満たしているこ
(5)家畜改良増殖関連施設 （以下「特認団体」という。） と。
(6)離農跡地・後継者不在経営施 16 ＰＦＩ事業者、第３セクター、地方公共団体及び地域
設 におけるバイオマスの利活用に関与している農林漁業

(7)家畜排せつ物等処理利用施設 者が参加する共同事業体、消費生活協同組合（畜産物
共同利用施設の家畜排せつ物等処理利用施設の整備に
限る。）


